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資料３ 特殊土壌地帯指定地域一覧 

 

特殊土壌地帯指定地域一覧表（平成20年4月1日現在） 

県 名 指定地域 土壌分布 

鹿児島 奄美群島(奄美市、大島郡)を除く全域 シラス、ボラ、コラ、
赤ホヤ、花崗岩風化土

宮 崎 全域 赤ホヤ、シラス、花崗
岩風化土 

高 知 全域 赤ホヤ 

愛 媛 全域 赤ホヤ、花崗岩風化土

島 根 全域 花崗岩風化土 

熊 本 熊本市の一部(旧秋津村)、人吉市、荒尾市、玉名市、菊
池市、阿蘇市、山鹿市の一部(旧城北村)、合志市、玉名
郡、菊池郡、阿蘇郡、上益城郡、球磨郡 

ヨナ、赤ホヤ、花崗岩
風化土、シラス 

大 分 大分市の一部(旧鶴崎市、旧大南町、旧大分町、旧野津原
町)、別府市の一部(旧南端村)、竹田市、杵築市の一部(旧
奈狩江村、旧大田村を除く)、臼杵市の一部(旧野津町)、
豊後大野市、由布市、速見郡、玖珠郡 

赤ホヤ、ヨナ 

福 岡 行橋市、豊前市、京都郡、築上郡 花崗岩風化土 

山 口 宇部市の一部(旧東岐波村)、山口市の一部(旧鋳銭司村、
旧大内村、旧徳地町、旧秋穂町、旧小郡町、旧阿知須町)、
周南市、防府市、下松市、岩国市、光市、柳井市、大島
郡、玖珂郡、熊毛郡 

花崗岩風化土 

広 島 広島市の一部(昭和30年3月当時の旧広島市を除く)、呉
市、竹原市、三原市、尾道市の一部(昭和29年2月当時の
旧尾道市を除く)、福山市の一部(昭和31年8月当時の旧福
山市を除く)、府中市(旧上下町を除く)、大竹市、東広島
市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、安芸郡、山県郡、
豊田郡、世羅郡 

花崗岩風化土 

岡 山 岡山市の一部(旧小串村、旧一宮町、旧津高町、旧高松町
(旧加茂村を除く）、旧足守町、旧興除村、旧藤田村、旧
御津町、旧灘崎町、旧建部町(旧福渡町を除く)、旧瀬戸
町(旧玉井村を除く））、倉敷市の一部（旧西阿知町、旧福
田町、旧連島町、旧藤戸町、旧児島市、旧玉島市、旧船
穂町、旧真備町）、玉野市、笠岡市、井原市の一部(旧芳
井町及び旧日里村を除く）、総社市の一部(旧常磐村、旧
三須村、旧山手村及び旧清音村を除く）、赤磐市の一部(旧
熊山村を除く）、浅口市、和気郡の一部(和気町のうち旧
佐伯村、旧石生村)、浅口郡、小田郡、加賀郡の一部(吉
備中央町のうち旧加茂川町及び旧大和村) 

花崗岩風化土 

鳥 取 鳥取市の一部(旧河原町、旧用瀬町、旧佐治村)、倉吉市、
八頭郡、東伯郡、西伯郡の一部(大山町のうち旧上中山村
及び旧下中山村、伯耆町のうち旧溝口町)、日野郡 

花崗岩風化土 

兵 庫 神戸市(旧長尾村及び旧淡河村を除く)、西宮市、芦屋市、
宝塚市の一部(旧良元村)、洲本市の一部(旧中川原村、旧
安乎村、旧由良村、旧五色町)、淡路市 

花崗岩風化土 

静 岡 沼津市の一部(旧原町)、富士宮市、富士市の一部(旧吉原
市、旧鷹岡町)、御殿場市、裾野市、駿東郡、富士郡 

富士マサ 

注：特土地帯の指定は、郡又は市を最小単位として行われ、県内の大部分の郡及び市が指定され得る場

合は県内の全域が指定されている。 

 




